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世羅町建設事業に伴う調査設計測量委託業務等検査要領

（目的）

第１条　この訓令は、世羅町が行う建設事業に伴う調査、設計、及び測量等の委託業務の完了
に際し、契約書及び設計図書（以下「契約図書」という。）に基づき、業務の完了を確認す

るための検査を行う職員（以下「検査員」という。）の指定及び職務について、必要な事項

を定めるものとする。

（検査）

第２条　検査員は、次の各号に掲げる事項について検査を行うものとする。
（１）　成果物

（２）　業務の管理状況等

２　検査員は、すべての契約図書と照合して検査を行わなければならない。

（検査員の指定）

第３条　町長は、委託業務の検査員を委託契約ごとに指定するものとする。
２　町長は、次の場合を除き、原則としてその業務の調査職員を検査員に指定することはでき

ないものとする。

（１）　実施に当たり特別な技術又は知識を要し、調査職員以外の職員により行うことが著し

く困難な検査

（２）　その他、特別な事由のある検査

３　町長は、原則として次表により検査員の指定を行うものとする。ただし、前項と同様の事

由により次表によることが困難な場合はこの限りではない。

委託業務の契約額 検査員の指定対象職員

最終委託契約金額２５０万円以
検査担当職員

上

最終委託契約金額２５０万円未 委託業務担当課長又は

満 相当職以上の職にある職員

４　検査員は、町長へ検査結果の通知をもって解任される。

（成果物の検査）

第４条　検査員は、町長が意図する成果品であるかを確認するため、契約図書と対比し次の各
号について検査を行うものとする。

（１）　提出すべき成果等の数量

（２）　使用した技術基準等

（３）　照査技術者による照査結果

（４）　その他必要と認められる事項

（業務の管理状況等）

第５条　検査員は、業務の管理状況等について、書類、記録及び写真等により、次の各号につ
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いて検査を行うものとする。

（１）　業務に関する打合せの状況

（２）　支給材料及び貸与品返納書の返納又は精算の状況

（３）　その他必要と認められる事項

（調査職員の立会）

第６条　調査職員の内１名は、立会人として検査に立ち会うものとする。
２　町長は、特に必要があると認められるときは、調査職員以外の職員を立会人として検査に

立ち会わせることができるものとする。

（検査結果の通知）

第７条　検査員は、様式第１号による検査調書を作成し、検査の結果（修補の必要があると認
められるときは、修補すべき事項の内容を含む。）を町長に通知しなければならない。

２　町長は、検査員からの通知に基づき、様式第２号による検査調書を作成し、検査の結果を

受注者に通知しなければならない。

附　則
この訓令は、平成１９年１０月１日から施行する。

附　則（平成２０年２月２６日訓令第２号）
この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

附　則（平成２４年１月１６日訓令第１号）
この訓令は、平成２４年２月１日から施行する。

附　則（平成２４年６月１５日訓令第１２号）
（施行期日）

１　この訓令は、平成２４年６月１５日から施行する。

（経過措置）

２　この訓令の施行の際現に検査している委託業務については、なお従前の例による。

附　則
この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。
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様式第１号（第７条関係）
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様式第２号（第７条関係）
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